
 

随意契約締結状況（100万円以上） 
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物品等又は役務の 

名称及び数量 

随意契約 

担当部課の名称 

及び所在地 

随意契約を 

締結した日 

随意契約の相手方の 

氏名及び住所 

随意契約 

にかかる 

契約金額 

随意契約によることとした理由 
その他必要な 

事項（備考） 

1 
チューブシーラーの整備 

（岡山県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和５年１月18日 
日本ボールドウィン株式会社 

東京都港区芝浦４－９－25 
1,353,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第４項

に該当するため。 
 

2 
監視カメラの整備 

（香川県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和５年１月20日 

NEC フィールディング株式会社 

高松支店 

香川県高松市今里町６番地17 

1,232,605円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項 

及び同規則施行細則第35条第２号に

該当するため。 

 

3 
書棚の整備 

（高知県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和５年２月９日 

株式会社 野本木工所 

高知県高知市桟橋通１丁目１－

５ 

1,078,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項 

及び同規則施行細則第35条第２号に

該当するため。 

 

4 
供給作業室エアコン更新工事 

（島根県赤十字血液センター） 

総務部経理課 

広島市中区千田町

２丁目５-５ 

令和５年２月20日 
山陰クボタ水道用材株式会社 

島根県松江市平成町182番地15 
1,595,000円 

日本赤十字社会計規則第36条第５項 

及び同規則施行細則第35条第１号に

該当するため。 

 

 


